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代表者印の省略について

株 式 会 社   マ イ ウ ォ ー ル

令和 吉日

御取引先各位

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では業務効率化を目的とし、2026年4月1日以降発行する「請求書・見積書・領収書」への

代表者印の押印を廃止し、社印(角印)のみの押印に切り替えさせていただくこととなりました。

今後、代表者印がない状態の書類につきましても、実務的に有効な書類としてお取り扱い

いただけけますよう、ご理解とご協力を賜りたくお願い申し上げます。

記

1. 対象書類

※なお、代表者印の押印が必要でございましたら、対応させていただきますので

お申し付けください。

　弊社発行の請求書・見積書・領収書

2. 変更内容

代表者印（丸印）の押印を廃止。社印（角印）のみにてお送りします。

3. 実施日

2026年4月1日 発行分より


